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１．規則への適合性

（遮蔽等）

第三条 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場

等周辺の線量が十分に低減できるよう，遮蔽その他適切な措

置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障害を

防止する必要がある場合には，次に掲げるものでなければな

らない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における

線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措置を講じたも

のとすること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計

基準事故時において，迅速な対応をするために必要な操作が

できるものとすること。 

適合のための設計方針

第１項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設からの直接線及びスカ

イシャイン線による公衆の線量が，運転時及び停止時において

合理的に達成できる限り低減できるよう再処理施設の配置を

考慮した遮蔽設計を行う。

第２項について 

安全機能を有する施設は，工場等内における放射線障害を防
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止する必要がある場合には，次の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

第一号について 

安全機能を有する施設は，放射線業務従事者の外部放射線に

よる放射線障害を防止できるように，以下のような放射線防護

上の措置を講ずる。 

(1) 遮蔽

安全機能を有する施設は，外部放射線による放射線障害を

防止するため，遮蔽設計区分を設け，各区分に定める基準線

量率を満足するよう遮蔽設計を行う。また，開口部又は配管，

ダクト等の壁貫通部に対しては，迷路構造，遮蔽材を設置す

る等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

遮蔽設計に当たっては，遮蔽計算に用いる遮蔽材の形状，

材質等を考慮し，最も厳しい評価結果となるよう計算する。

管理区域は，外部放射線に係る線量率の高低，空気中の放

射性物質の濃度又は床，壁及び天井の表面の放射性物質の密

度に起因する汚染の高低等を勘案して区分する。 

(２) 換気設備

換気設備は，汚染のおそれのある区域を，清浄区域より負

圧に維持できるようにするとともに，汚染の程度の低い区域

から汚染の程度のより高い区域に向かって空気を流し，汚染

の拡大を防止する設計とする。 

(３) 放射性物質の漏えい防止

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定した区域に閉

じ込め，放射性物質の漏えいを防止する設計とする。
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(４) その他 

せん断機，溶解槽等の機器は，セル内に収納し，放射性物

質を限定した区域に閉じ込めるとともに，セル遮蔽により機

器等からの放射線を低減する設計とする。 

再処理施設の運転の監視及び制御に必要な表示及び操作

装置は，中央制御室に配置し，また，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設等の運転の監視及び制御に必要な表示及び

操作装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の制御室に設置

することにより，集中的に監視及び制御ができる設計とする。 

第二号について 

安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時及び設

計基準事故時において，放射線業務従事者が，必要な操作及び

措置ができる遮蔽設計及び換気設計とする。 



2-1

２．設計の基本方針

２．１ 概要 

周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の線量が，「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基

づく線量限度等を定める告示（平成27年８月31日原子力規制委員

会告示第８号）」（以下「線量告示」という。）に定められた線

量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線

業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる

限り低くするため，以下の対策を講ずる設計とする。 

(ⅰ ) 平常時の直接線及びスカイシャイン線による線量が合理的

に達成できる限り低くなるよう，取り扱う放射性物質の量を

考慮し，放射線の遮蔽効果のある機器，洞道，セル及び建屋

の内部に放射性物質を収納する設計とする。 

(ⅱ ) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部は，迷路構造，遮蔽

材を設置する等の処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

(ⅲ ) 遮蔽設計に当たっての線源は，最大処理能力，最大貯蔵量，

工程内で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設の

特徴を考慮するとともに，遮蔽材の形状，材質等を考慮し，遮

蔽設計上厳しい条件を設定した上で，遮蔽計算においては，信

頼性のある計算コードを用いて計算している。 

(ⅳ ) 放射線業務従事者の作業場所への立ち入り頻度及び立ち入

り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基準線量率

を満足する設計とする。 

(ⅴ ) 運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において，

計測制御系統施設のインターロックや安全保護回路により運



2-2

転員の操作を期待しなくても，設計基準事故等が進展しない設

計とするとともに，再処理施設の状態の監視及び必要な操作を

行う制御室は，運転員がその場にとどまっても過度の被ばくを

受けない設計とする。 
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２．２ 放射線の遮蔽に関する設計 

２．２．１ 概要 

 再処理施設の遮蔽設計に当たっては，周辺監視区域外の線量及

び放射線業務従事者の線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製

錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告

示（平成27年８月31日原子力規制委員会告示第８号）」（以下「線

量告示」という。）に定められた線量限度を超えないことはもと

より，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所に

おける線量を合理的に達成できる限り低くするため，以下の対策

を講ずる設計とする。 

なお，再処理設備本体等のしゅん工後は，再処理施設に受け入

れるまでの冷却期間が概ね12年以上（燃料貯蔵プールの容量

3,000ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上12年未満の使用済燃料

の貯蔵量が600ｔ・ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間12年以上），

せん断処理するまでの冷却期間が15年以上となるが，安全側にな

ることが明らかであることから，旧申請書での使用済燃料仕様等

を変更しない。 
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２．２．２ 遮蔽設計の基本方針 

(１ ) 再処理施設は，通常運転時，定期検査時等において，放射

線業務従事者の受ける線量が，「線量告示」に定められた線

量限度を超えないようにすることはもちろん，放射線業務従

事者の立ち入り場所における線量を合理的に達成できる限り

低くする設計とする。 

(２ ) 再処理施設からの平常時の直接線及びスカイシャイン線に

よる公衆の受ける線量が合理的に達成できる限り低くなるよ

う遮蔽等を行う。 

(３ ) 再処理施設の主要設備は，取り扱う放射性物質の量を考慮し，

放射線の低減効果のある機器，洞道，セル及び建屋の内部に放

射性物質を収納する設計とする。 

(４ ) 放射線業務従事者の作業場所への立ち入り頻度及び立ち入

り時間を考慮した遮蔽設計区分を設け，区分ごとの基準線量率

を満足する設計とする。 

また，放射線業務従事者の立ち入る場所の線量率は，放射性

物質を内包する機器の遮蔽及びこれらの機器を収納するセル

又は室の遮蔽を適切に組み合わせることによって低減する。 

(５ ) 開口部又は配管，ダクト等の壁貫通部は，迷路構造，遮蔽

材を設置する等処理をして放射線を遮蔽する設計とする。 

(６ ) 遮蔽設計に当たっての線源は，最大再処理能力，最大貯蔵

量，工程内で核種の組成や濃度が変化するといった再処理施設

の特徴を考慮するとともに，遮蔽材の形状，材質等を考慮し，

遮蔽設計上厳しい条件を設定した上で，遮蔽計算においては，

信頼性のある計算コードを用いて計算する。 
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(７ ) 再処理施設は，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時においても，敷地周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくの

リスクを与えないようにする。 

(８ ) 安全機能を有する施設は，運転時の異常な過渡変化時又は設

計基準事故時において，計測制御系統施設のインターロックや

安全保護回路により運転員の操作を期待しなくても，設計基準

事故等が進展しない設計とするとともに，再処理施設の状態の

監視及び必要な操作を行う制御室は，運転員がその場にとどま

っても過度の被ばくを受けない設計とする。 
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２．２．３ 遮蔽設計区分

遮蔽設計区分は，放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立

ち入る者の立ち入り頻度，立ち入り時間を考慮して５段階に区分

するとともに，放射線業務従事者の被ばく低減に留意した設計基

準線量率を定める。 

区 分 基準線量率

管理区域外 Ⅰ1: 管理区域外 ≦ 2.6μSv/h 

管理区域内

Ⅰ2: 週48時間以内しか

 立ち入らないところ
≦  10μSv/h 

Ⅰ3: 週10時間程度しか

 立ち入らないところ
≦  50μSv/h 

Ⅰ4: 週１時間程度しか

 立ち入らないところ
≦ 500μSv/h 

Ⅰ5: 通常は立ち入らない

 ところ
＞ 500μSv/h 

（注）上表区分欄に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示

すものではなく，立ち入りに対する制限は線量率，作

業に要する時間及び個人の線量を考慮して決定する。 

遮蔽設計区分図を第 1.3－１図から第 1.3－102 図に示す。 
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２．２．４ 遮蔽の分類

再処理施設には，敷地周辺の公衆及び放射線業務従事者等の被

ばくを低減するため以下の遮蔽を設ける。 

(１ ) セル遮蔽 

セル遮蔽は，セル，貯蔵室等を構成する構築物であり，セル

内，貯蔵室内等の放射性物質を内蔵する機器等からの放射線を

低減するためのもので，主要部はコンクリート壁等の遮蔽体で

構成する。 

(２ ) 補助遮蔽

補助遮蔽は，設備，機器回りの遮蔽で放射性物質を内蔵する

機器等からの放射線を低減するためのもので，コンクリート壁，

水，鉛板，鉄板等の遮蔽体で構成する。

(３ ) 外部遮蔽 

外部遮蔽は，建物外壁等を構成する構築物であり，建物又は

施設の外側及び周辺監視区域外への放射線を低減するための

もので，主要部はコンクリート壁等の遮蔽体で構成する。 

また，以上の遮蔽のほかに，機器及び設備の補修等のために

一時的に使用する一時的遮蔽として，コンクリート ブロック，

鉛板，鉄板等からなる遮蔽体を必要に応じて使用する。 

再処理施設の遮蔽の主要設備の仕様を第 1.3－１表に示す。
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２．２．５ 遮蔽設計に用いる線源 

遮蔽設計に用いる線源は，以下のとおり設定する。 

(１ ) 遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様 

再処理施設の各施設における遮蔽設計に用いる設計用燃料

仕様を第 1.7－８表に示すとおり設定する。なお，製品貯蔵施

設等での娘核種のビルドアップを考慮した設計とする。 

(２ ) 遮蔽設計に用いる線源強度 

ａ．ガンマ線の遮蔽設計に用いる線源強度及びエネルギ スペ

クトルは，設備，機器等の最大放射能量を考慮するとともに，

遮蔽設計に用いる設計用燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２

コードにより算出される核種組成を基準に，工程内での組成

変化，濃度変化等を考慮し，遮蔽設計上厳しい評価結果を与

えるように設定する。 

ｂ．中性子線の遮蔽設計に用いる線源強度は，設備，機器等の

最大放射能量を考慮するとともに，遮蔽設計に用いる設計用

燃料仕様に基づき，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより算出される

アクチノイド及びその娘核種の工程内での組成変化，濃度変

化等を考慮して中性子発生数を設定し，遮蔽設計上厳しい評

価結果を与えるように設定する。また，中性子線エネルギ ス

ペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるようにキュ

リウム－242 による（α，ｎ）反応で生成する中性子線のエ

ネルギ スペクトルとする。ただし，プルトニウム精製設備

からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備までは，プル

トニウム－239 の（ｎ，ｆ）反応により生成する中性子線の

エネルギ スペクトルとする。 
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ｃ．使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器（以下「キャス

ク」という。）を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強

度は，キャスク表面から１ｍ離れた位置での線量当量率を

100μＳｖ／ｈとし，また，エネルギ スペクトルは，遮蔽設

計上厳しい評価結果を与えるようにキャスクから放出され

る放射線エネルギのうち高エネルギの７ＭｅＶ単一ガンマ

線として設定する。 

ｄ．原子炉施設から使用済燃料集合体等とともに持ち込まれる

腐食生成物質を取り扱う工程での遮蔽設計に用いる線源強

度は，原子炉施設の実績等に基づいて設定し，また，エネル

ギ スペクトルは，遮蔽設計上厳しい評価結果を与えるよう

にコバルト－60 を代表核種として設定する。 

(３ ) 遮蔽設計に用いる線源の核種組成 

再処理施設は，ウラン及びプルトニウムと核分裂生成物質等

を分離する施設であるので，再処理工程内における放射性物質

の組成は領域ごとに異なる。 

遮蔽設計においては，線源の組成が大きく寄与することから，

再処理工程内での放射性物質の挙動を考慮し，第 1.3－103 図

に示す核種組成の領域及び第 1.3－２表に示す核種組成を基に

遮蔽設計に用いる線源の核種組成を設定する。 

ここで，分離設備下流のウラン精製設備，プルトニウム精製

設備を含むＳ５領域の組成をルテニウム，ロジウムで代表させ

ているが，これは，分離設備出口以降の工程では，核分裂生成

物質のうちルテニウム，ロジウム及び気体状の核分裂生成物質

を除くもの（以下「その他のＦＰ」という。）のガンマ線スペ
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クトルへの影響が，ルテニウム，ロジウムに比べて無視できる

程度であることを表している。分離設備における抽出特性の差

異から，分離設備出口以降ではルテニウム，ロジウムのその他

のＦＰ核種に対する割合は増加する。ルテニウム，ロジウムと

その他のＦＰを加えた全てのアルファ線を放出しない核種及

びルテニウム，ロジウムに対して報告されている知見等から，

ルテニウム，ロジウムのその他のＦＰに対する相対的な割合は

分離設備入口に比べて約 24倍以上に増加する。こうした場合，

全てのガンマ線源核種をルテニウム，ロジウムと考えても，単

位線源強度当たりの線量当量率は同じと見なせ，遮蔽設計用燃

料仕様の持つ安全余裕等を考慮すると，あらゆる遮蔽厚さに対

する線源条件として，安全余裕は確保される。そこで，分離設

備下流のウラン精製設備，プルトニウム精製設備を含む領域を

統合し，線源組成として 100％（Ｒｕ，Ｒｈ) を設定する。 
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第1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様 

(１ ) 使用済燃料輸送容器管理建屋＊

セル遮蔽(除染室)       厚さ 約0.9ｍ以上 

               材料 コンクリート 

外部遮蔽           厚さ 約1.0ｍ以上 

               材料 コンクリート 

(２ ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋＊

セル遮蔽(燃料貯蔵プール)   厚さ 約1.5ｍ以上 

               材料 コンクリート 

補助遮蔽(燃料貯蔵プール)   水深 約6.9ｍ 

               材料 水 

外部遮蔽           厚さ 約1.0ｍ以上 

               材料 コンクリート 

(３ ) 前処理建屋 

セル遮蔽(清澄機セル)        厚さ 約1.4ｍ以上 

                            材料 コンクリート 

セル遮蔽(溶解槽セル)     厚さ 約1.1ｍ以上 

               材料 重量コンクリート 

外部遮蔽           厚さ 約1.0ｍ以上 

               材料 コンクリート 

(４ ) 分離建屋 

セル遮蔽(高レベル廃液濃縮缶セル) 

               厚さ 約1.6ｍ以上 

               材料 コンクリート 
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外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(５ ) 精製建屋

セル遮蔽(第２酸回収蒸発缶セル) 厚さ 約0.9ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(６ ) ウラン脱硝建屋

セル遮蔽(硝酸ウラニル貯蔵室) 厚さ  約0.3ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

 材料 コンクリート

(７ ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

セル遮蔽(硝酸プルトニウム貯槽セル)

厚さ 約0.8ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(８ ) ウラン酸化物貯蔵建屋

セル遮蔽(貯蔵室) 厚さ 約0.5ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(９ ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

セル遮蔽(貯蔵室) 厚さ 約0.5ｍ以上



2-13

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(10 ) 高レベル廃液ガラス固化建屋

セル遮蔽(高レベル濃縮廃液貯槽セル)

厚さ 約1.5ｍ以上

材料 コンクリート

セル遮蔽(固化セル) 厚さ 約1.3ｍ以上

材料 コンクリート

セル遮蔽(貯蔵区域) 厚さ コンクリート約1.4ｍ以上

 ＋鉄板約4cm(天井及び床）

材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上 

材料 コンクリート

(11 ) 第１ガラス固化体貯蔵建屋

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟

セル遮蔽(貯蔵区域)  厚さ コンクリート約1.7ｍ以上

＋鉄板約4cm(天井及び床）

 材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽              厚さ 約0.2ｍ以上

 材料 コンクリート

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

セル遮蔽(貯蔵区域)  厚さ コンクリート約1.7ｍ以上

 ＋鉄板約4cm(天井）

材料 コンクリート，鉄 
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外部遮蔽  厚さ 約0.2ｍ以上

 材料 コンクリート

(12 ) 低レベル廃液処理建屋

セル遮蔽(第１低レベル第２廃液受槽室)

厚さ 約0.6ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(13 ) 低レベル廃棄物処理建屋

セル遮蔽(第１廃棄物取扱室)  厚さ 約0.9ｍ以上

 材料 コンクリート

外部遮蔽  厚さ 約1.0ｍ以上

 材料 コンクリート

(14 ) チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋

セル遮蔽(貯蔵室) 厚さ 約1.4ｍ以上

材料 コンクリート

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート

(15 ) ハル・エンド ピース貯蔵建屋

セル遮蔽(貯蔵プール) 厚さ 約1.5ｍ以上

材料 コンクリート

補助遮蔽(貯蔵プール) 水深 約1.5ｍ以上

材料 水

外部遮蔽  厚さ 約1.0ｍ以上

材料 コンクリート
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(1 6 ) 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋＊

外部遮蔽    厚さ 約0.5ｍ以上(天井) 

                     約0.5ｍ以上及び約0.7ｍ以上(側壁） 

            材料 コンクリート 

(17 ) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋＊

外部遮蔽                    厚さ 約1.0ｍ以上 

               材料 コンクリート 

(18 ) 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋＊ 

    外部遮蔽  厚さ 約0.5ｍ以上(天井) 

             約0.5ｍ以上及び約0.7ｍ以上(側壁) 

          材料 コンクリート 

(19 ) 分析建屋 

セル遮蔽(回収槽セル) 

 厚さ コンクリート約0.7ｍ以上 

            ＋鉄板約19㎝(天井) 

            コンクリート約1.0ｍ以上(側壁) 

         材料 コンクリート，鉄 

外部遮蔽               厚さ 約1.0ｍ以上 

                 材料 コンクリート 

 注）＊印の建物の遮蔽は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

設備である。 



2-16

第1.3－２表 核種組成表

領 域 線 源 組 成 (注) 

Ｓ０

Ｓ１

Ｓ２

Ｓ３ 

Ｓ４ 

Ｓ５ 

Ｓ７ 

Ｓ８ 

Ｓ９ 

Ｓ１０

Ｓ１１

Ｓ１２

ＦＰ＋ＡＰ＋アクチノイド 

ＦＰ＋アクチノイド 

ＡＰ＋0.5 ％ＦＰ＊１＋5.1 ％（Ｒｕ，Ｒｈ）

構造材 2ｋｇ中のＡＰ＋51％（Ｒｕ，Ｒｈ） 

ＦＰ（気体状のＦＰを除く）＋アクチノイド 

Ｒｕ，Ｒｈ 

Ｐｕ＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 
＋5,000ppm ２４１Ａｍ／Ｐｕ 

Ｕ＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm）
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 

精製後１年を経過したＰｕ＊２

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
＋精製後１年を経過したＵ＊３

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm）
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ) 

精製後１年を経過したＵ＊３

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm）
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＰｕ＊２

＋Ｐｕ１ｇ当たり4.44×10５Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 
＋遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＵ＊３

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm）
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 

遮蔽設計上最も厳しくなる貯蔵期間を経過したＵ＊３

＋（Ｕ１ｇ当たりＰｕ及びＮｐそれぞれ7,500 αdpm）
＋Ｕ１ｇ当たり1.85×10４Bq（Ｒｕ，Ｒｈ） 

ＦＰ  ：核分裂生成物質
ＡＰ  ：放射化生成物質
ＦＰ＊１：核分裂生成物質のうちＲｕ及びＲｈを除く
Ｐｕ＊２：Ｐｕ及びその核壊変によって生成した物質
Ｕ＊３ ：Ｕ及びその核壊変によって生成した物質 

（注）線源組成は，ＯＲＩＧＥＮ２コードにより求められた単位
質量当たりの各核種の量を表中の分類に従って合成することによ
り得られる。 
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（各施設から）

清 澄 ・ 計 量 設 備溶 解 設 備

せ ん 断 処 理 設 備

燃 料 供 給 設 備

使用済燃料貯蔵設備

ハル・エンド ピー

ス貯蔵系 

せん断処理・溶解

廃ガス処理設備

高レベル廃液貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備

分 離 設 備

高レベル廃液濃縮系

第 １ 酸 回 収 系

溶 媒 再 生 系

（分離・分配系）

溶 媒 再 生 系

 （Ｐｕ精製系） 

溶 媒 再 生 系

（ Ｕ 精 製 系 ）

分 析 設 備

ガラス固化体貯蔵設備

第２酸 回収系

分 配 設 備

溶 媒 処 理 系

廃溶媒 処理系

雑固体廃棄物

処 理 系

第２低レベル廃棄物

貯  蔵  系 

アルカリ廃液濃縮系

Ｕ 精 製 設 備

Ｐ ｕ 精 製 設 備

低 レベ ル濃縮

廃 液 処 理 系

第 １低 レベル

廃 液 処 理 系

第２ 低 レベル

廃 液 処 理 系

ウラン・プルトニウム

混 合 脱 硝 設 備

ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵設備

ウ ラ ン 脱 硝 設 備

ウ ラ ン 酸 化 物

貯 蔵 設 備

S0 S1 S4 S5 S7

（
各
施
設
か
ら
）

S8

S5

S4
S3

S3S2

S12

S10

S9

S11

※１

（各施設から）

※１

凡 例

固  体 
液  体 

気  体

第 1.3－103 図 核種組成領域図 
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３．放射線管理 

３.１ 遮蔽 

放射線業務従事者等を外部被ばくから防護するため，関係各区

域への立ち入りの頻度，滞在時間を考慮して，第2.2－２表のよ

うに管理区域の遮蔽設計に係る基準線量率を定め，これらの基準

に適合するよう遮蔽設計を行う。 

遮蔽設計については，「２．２ 放射線の遮蔽に関する設計」

に示す。 

第2.2－２表に示す時間は，毎週必ず立ち入る時間を示すもの

ではなく，立ち入りに対する制限は，線量率，作業に要する時間，

個人の線量を考慮して決定する。 
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第2.2－２表 管理区域の遮蔽設計基準

区 分 基準線量率 例 

 Ⅰ２：週48時間以内

 しか立ち入ら

 ないところ 

 ≦10μＳv/ｈ  分析室 

 Ⅰ３：週10時間程度

 しか立ち入ら

 ないところ 

 ≦50μＳv/ｈ  製品充てん室

 脱硝室 

 Ⅰ４：週１時間程度

 しか立ち入ら

 ないところ 

 ≦500μＳv/ｈ  焙焼還元室 

 使用済燃料収納使用済燃 

 料輸送容器保管庫 

 Ⅰ５：通常は立ち入

 らないところ

 ＞500μＳv/ｈ  溶解槽セル 

 せん断セル 
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３．２ 施設からの放射線による線量評価 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」に適

合するように，放射性廃棄物の保管廃棄施設等からの放射線によ

る外部被ばくに係る公衆の線量について評価する。放射性廃棄物

の保管廃棄施設等からの放射線による外部被ばくは，施設に内包さ

れている放射性物質が放出する放射線が直接又は空気中で散乱さ

れて施設周辺に到達してくる直接線及びスカイシャイン線につい

て評価する。線量の評価に当たっては，敷地境界外において各建

物及び洞道からの直接線及びスカイシャイン線による線量を計算

方位ごとに足し合わせ，最大となる実効線量を評価する。また，

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量

評価について（平成元年３月27日原子力安全委員会了承）」を参

考とする。 

なお，ガンマ線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量は，放射

線束からの換算係数が実効線量とほぼ等しいため，実効線量と同

程度であること，中性子線による皮膚及び眼の水晶体の等価線量

はいずれも実効線量を下回り実効線量の値を皮膚及び眼の水晶

体の等価線量の値として扱えることから，実効線量を評価するこ

とにより，皮膚及び眼の水晶体についても等価線量限度を十分下

回ることを確認する。 
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３.２.１ 計算方法の概要 

再処理施設内に内蔵されている放射性物質からの直接線及

びスカイシャイン線による線量の評価に当たっては，敷地境界

と周辺監視区域境界がほぼ一致しているので，線量の計算上厳

しい評価結果を与える周辺監視区域境界について計算し，その

値を敷地境界外における線量として扱う。計算地点は，主排気

筒を中心として16方位に分割した各方位の周辺監視区域境界

とし，各建物から各々最短となる地点での直接線及びスカイシ

ャイン線による線量を算出し，方位内の各建物からの線量の和

が最大となる方位の線量を求める。 

線量の計算に用いる放射線の線源は，各建物における放射性

物質の最大貯蔵能力等から求め，一次元輸送計算コード（ＡＮ

ＩＳＮ）等，十分信頼性のある計算コードを用いて計算する。 
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３．２．２ 計算のための前提条件 

３.２.２.１ 線源 

評価に用いる放射線の線源は，再処理施設の主要な建物に内蔵

される放射性物質について，最大再処理能力，最大貯蔵能力等を

考慮して，厳しい評価結果を与えるように設定する。 

評価に用いる線源の線源強度及びエネルギ スペクトルは，

「２．２．５ 遮蔽設計に用いる線源」に基づき，原則としてＯ

ＲＩＧＥＮ２コードを用いて，線量の計算において厳しい評価結

果を与えるように設定する。評価に用いるガンマ線エネルギ ス

ペクトル（スペクトル－１～スペクトル－14）を第5.2－１表に

示す。また，中性子線エネルギ スペクトルは，遮蔽設計に用い

る中性子線のエネルギ スペクトルと同一とする。 

(１ ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋の線源は，建屋内に保管され

る使用済燃料収納使用済燃料輸送容器30基とし，使用済燃料

輸送容器保守設備で取り扱う使用済燃料輸送容器の内部に

付着した放射性物質についても考慮する。使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器の線源強度は，建屋に受け入れる輸送容器

の種類を考慮して，輸送容器表面から１ｍ離れた位置での線

量当量率を100μＳｖ／ｈとし，エネルギ スペクトルとして

は，線量の計算において厳しい評価結果を与えるように，高

エネルギの２次ガンマ線を考慮して７ＭｅＶのガンマ線を

用いて設定する。また，使用済燃料輸送容器の内部に付着し

た放射性物質の核種としては，最も厳しい評価結果を与える
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ように，代表核種としてコバルト－60を用いる。 

ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の線源は，燃料取出し準備 

室等に置かれる使用済燃料収納使用済燃料輸送容器４基及

び燃料貯蔵プールに貯蔵される使用済燃料3,000ｔ・ＵＰｒと

し，プール水中の放射性物質についても考慮する｡使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器のエネルギ スペクトル及び強度

は上記ａ.項と同一である。なお，使用済燃料のガンマ線エ

ネルギ スペクトルとしてはスペクトル－１及びスペクトル

－２を用い，また，プール水の汚染核種としては，最も厳し

い評価結果を与えるように，代表核種としてコバルト－60

を用いる。 

(２ ) 再処理設備本体 

  ａ．前処理建屋，分離建屋及び精製建屋 

前処理建屋，分離建屋及び精製建屋では，放射性流体を常

時保有する機器を内蔵するセル，室等について考慮する。 

線源強度は，線量の計算上厳しい評価結果を与えるように，

評価対象となる各セル，室等のコンクリート外壁等の外側に

ついて，「２．２ 放射線の遮蔽に関する設計」に示される

各建屋の遮蔽設計区分図に従って，基準線量率の上限値を基

に設定する。なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしては

前処理建屋はスペクトル－２及びスペクトル－３，分離建屋

はスペクトル－６及びスペクトル－７，精製建屋はスペクト

ル－７を用いる。 
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ｂ．ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋の線源は，建屋内に内蔵される硝酸ウラニ

ル溶液及びウラン酸化物とする。線源強度及びエネルギ ス

ペクトルは，ウランに含まれる核分裂生成物及びウラン－23

2の娘核種に着目して，線量の計算上厳しい評価結果を与え

るように，精製後１年の線源組成を用いて設定する。なお，

ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－10を用

いる。 

  ｃ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の線源は，脱硝設備の

グローブ ボックス内のウラン・プルトニウム混合溶液及び

ウラン・プルトニウム混合酸化物とする。線源強度及びエネ

ルギ スペクトルは，線量の計算上厳しい評価結果を与える

ように，精製後１年の線源組成を用いて設定する。なお，ガ

ンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－９を用い

る。 

(３ ) 製品貯蔵施設 

ａ．ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラン酸化物貯蔵設備

の貯蔵容量4,000ｔ・Ｕ（ここでいうｔ・Ｕは，金属ウラン

質量換算である。）のウラン酸化物とする。線源強度及びエ

ネルギ スペクトルは，ウラン－232の娘核種に着目して，線

量の計算上厳しい評価結果を与えるように，精製後10年の線

源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネルギ スペク

トルとしてはスペクトル－12を用いる。 
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ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の線源は，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵容量60ｔ・（Ｕ

＋Ｐｕ）（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は，金属ウラン及び

金属プルトニウム合計質量換算である。）のウラン・プルト

ニウム混合酸化物とする。線源強度及びエネルギ スペクト

ルは，ウラン及びプルトニウムの娘核種に着目して，線量の

計算上厳しい評価結果を与えるように，それぞれ精製後10年

及び18年の線源組成を用いて設定する。なお，ガンマ線エネ

ルギ スペクトルとしてはスペクトル－11を用いる。

(４ ) 放射性廃棄物の廃棄施設

放射性廃棄物の廃棄施設の線源は，各建屋で処理又は貯蔵さ

れる廃棄物量に対応して以下のとおりとする。 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋では，使用済燃料を再処理し

た時に発生する高レベル廃液を常時保有する機器を内蔵す

るセル，室等について考慮し，線源強度については，上記(２ )

ａ.項と同一の方法で設定する。また，固化処理後のガラス固

化体315本についても線源とする。なお，ガンマ線エネルギ 

スペクトルとしてはスペクトル－５，スペクトル－６，及び

スペクトル－７を用いる。

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋

第１ガラス固化体貯蔵建屋の線源は，高レベル廃液ガラス

固化建屋から受け入れるガラス固化体7,920本とする。なお，

ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－６を用
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いる。 

ｃ．低レベル廃液処理建屋

低レベル廃液処理建屋では，再処理した時に発生する低レ

ベル放射性廃液を常時保有する機器を内蔵するセル，室等に

ついて考慮する。

線源強度については，上記(２ )ａ.項と同一の方法で設定する。

なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－

７を用いる。 

ｄ．低レベル廃棄物処理建屋

低レベル廃棄物処理建屋では，雑固体及び低レベル濃縮廃

液を常時保有する機器等を内蔵する室等について考慮する。 

線源強度については，上記(２ )ａ.項と同一の方法で設定する。

なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－

７を用いる。 

ｅ．チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋の線

源は，チャンネル ボックス及びバーナブル ポイズン7,000

本（200 ドラム缶換算）とする。なお，ガンマ線エネルギ 

スペクトルとしてはスペクトル－13及びスペクトル－14を用

いる。 

ｆ．ハル・エンド ピース貯蔵建屋

ハル・エンド ピース貯蔵建屋の線源は，使用済燃料を再

処理した時に発生するハル・エンド ピースを詰めた1,000Ｌ

ドラム2,000本とする。なお，ガンマ線エネルギ スペクトル

としてはスペクトル－４を用いる。 
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ｇ．第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500

本（200  ドラム缶換算）とする。なお，ガンマ線エネルギ 

スペクトルはコバルト－60を代表核種とする。 

ｈ．第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，低レベル濃縮廃液

の処理物等55,200本（200  ドラム缶換算）とする。なお，

ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－７を用

いる。 

ｉ．第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の線源は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設等から発生するドラム缶詰雑固体13,500

本（200  ドラム缶換算）とする。なお，ガンマ線エネルギ 

スペクトルはコバルト－60を代表核種とする。 

(５ ) その他再処理設備の附属施設 

ａ．分析建屋 

分析建屋では，放射性流体を常時保有する機器を内蔵する

セル，室等について考慮する。 

線源強度については，上記(２ )ａ.項と同一の方法で設定する。

なお，ガンマ線エネルギ スペクトルとしてはスペクトル－

６を用いる。 
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３.２.２.２ 計算地点 

線量の計算は，第5.2－１図に示す主排気筒を中心に16方位に

分割した方位内の周辺監視区域境界に対して，それぞれ最短とな

る地点について行う。
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３.２.３ 線量の計算方法 

線量の計算において用いる線源は，建物内の配置，放射性物質

量等を考慮して選択するとともに，実際の形状に応じて点，球形，

直方体形状等にモデル化を行い，均質体系又は非均質体系を仮定

して評価する。また，遮蔽材として建物外壁等の線源をとり囲む

コンクリート壁（密度2.15ｇ／cｍ３）を考慮する。なお，線源が

地下に設置されていること等により，直接線が無視できるものに

ついては，スカイシャイン線に起因する線量のみを評価する。 

 実効線量の計算に当たっては，点減衰核積分コード(ＱＡＤ)，

一回散乱計算コード(Ｇ－33)，一次元輸送計算コード(ＡＮＩＳ

Ｎ)，二次元輸送計算コード(ＤＯＴ)を適切に組み合わせて計算地

点における放射線束を算出し，ガンマ線についてはＩＣＲＰのPu

blication 74の換算係数及び平成12年科学技術庁告示第５号の

換算係数，若しくはＩＣＲＰのPublication 74の換算係数及び実

効換算係数を用いて計算地点における線量を計算する。この他，

ガンマ線については，実効線量の値は実効線量当量の値を下回る

ことから，ＩＣＲＰのPublication 51の換算係数及び実効換算係

数を用いて実効線量当量を計算し，実効線量当量の値を実効線量

の値として扱う。また，中性子線については，平成12年科学技術

庁告示第５号の換算係数を用いて計算地点における線量を計算

する。 
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３.２.４ 計算結果 

  再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による線量の

計算を行った結果，敷地境界外で最大となるのは，主排気筒から

ＮＥ方向約620ｍ地点であり，その実効線量は，建物から年間約

５×10－３ｍＳv，洞道から年間１×10－３ｍＳv未満となり，これら

を合計すると年間約６×10－３ｍＳvである｡この地点を第5.2－

１図に示す。 
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３.３ 線量評価結果

３.３.１ 実効線量 

再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放

射性物質による敷地境界外の公衆の実効線量は，年間約2.2×1

0－ ２ｍＳｖと評価され，十分小さい。 

呼吸率，食品摂取量並びに呼吸摂取及び経口摂取による実効線

量係数の年齢依存性を考慮した年齢グループ別の実効線量の成

人に対する割合を計算した結果は，成人の実効線量を１とした

場合，幼児について約1.1，乳児について約0.96である。 

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境

界外における実効線量は，年間約６×10－ ３ｍＳｖと評価されて

おり，十分小さな値となるように施設配置及び遮蔽設計がなされ

ている。 

このように，平常時における公衆の実効線量は，合理的に達成

できる限り低くなっており，放射性物質の放出に伴う実効線量並

びに施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線量を

足し合わせても十分小さく，「線量告示」に定められた線量限度

を十分下回る。 

なお，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する実効

線量を考慮しても，平常時における公衆の実効線量は，「線量告

示」に定められた線量限度を十分下回る。
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３.３.１ 皮膚及び眼の水晶体の等価線量

再処理施設から放出される気体廃棄物及び液体廃棄物中の放

射性物質による皮膚の等価線量は，年間約1.6×10－ １ｍＳｖと

評価され，十分小さい。 

再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地境

界外における皮膚の等価線量は，実効線量と同程度であり，十分

小さな値となるように施設配置及び遮蔽設計がなされている。 

このように，平常時における公衆の皮膚の等価線量は，放射性

物質の放出に伴う皮膚の等価線量並びに施設からの直接線及び

スカイシャイン線による皮膚の等価線量の両方を考慮しても十

分小さく，「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下回る。

眼の水晶体の等価線量は，ガンマ線及び中性子線については実

効線量と同程度であり，ベータ線については皮膚の等価線量より

も小さいため，「線量告示」に定められた等価線量限度を十分下

回る。 

なお，平常時における公衆の皮膚の等価線量及び眼の水晶体の

等価線量は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に起因する

皮膚の等価線量及び眼の水晶体の等価線量を考慮しても，「線量

告示」に定められた線量限度を十分下回る。
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第 5.2－１表 評価に用いるガンマ線エネルギ スペクトル 

上限エネルギ 
 （ＭｅＶ） 

 スペクトル－１  スペクトル－２  スペクトル－３  スペクトル－４  スペクトル－５  スペクトル－６  スペクトル－７ 

  2.0 ×10－２   3.07×10－１   2.29×10－１   2.31×10－１   1.59×10－１   3.99×10－１   2.44×10－１   3.99×10－１

  3.0 ×10－２   6.98×10－２   5.53×10－２   5.47×10－２   8.19×10－２   8.75×10－２   5.78×10－２   8.75×10－２

  4.5 ×10－２   6.82×10－２   5.67×10－２   5.70×10－２   3.74×10－２   5.85×10－２   6.02×10－２   5.85×10－２

  7.0 ×10－２   6.41×10－２   4.61×10－２   4.66×10－２   3.20×10－２   8.74×10－２   4.98×10－２   8.75×10－２

  1.0 ×10－１   4.45×10－２   3.16×10－２   3.19×10－２   2.04×10－２   5.60×10－２   3.38×10－２   5.61×10－２

  1.5 ×10－１   5.15×10－２   3.40×10－２   3.44×10－２   1.62×10－２   3.87×10－２   3.65×10－２   3.87×10－２

  3.0 ×10－１   4.04×10－２   2.71×10－２   2.74×10－２   2.33×10－２   5.75×10－２   2.91×10－２   5.75×10－２

  4.5 ×10－１   2.24×10－２   1.69×10－２   1.64×10－２   3.40×10－２   3.06×10－２   1.72×10－２   3.06×10－２

  7.0 ×10－１   1.95×10－１   3.59×10－１   3.62×10－１   1.32×10－１   1.60×10－１   3.47×10－１   1.60×10－１

  1.0 ×10０   1.13×10－１   1.16×10－１   1.17×10－１   2.15×10－２   9.51×10－３   1.04×10－１   9.56×10－３

  1.5 ×10０   2.14×10－２   2.67×10－２   2.01×10－２   4.41×10－１   1.27×10－２   1.84×10－２   1.22×10－２

  2.0 ×10０   1.20×10－３   8.37×10－４   8.46×10－４   7.04×10－４   2.26×10－３   8.01×10－４   2.27×10－３

  2.5 ×10０   2.36×10－３   5.69×10－４   5.76×10－４   2.75×10－４   6.98×10－４   6.77×10－４   6.99×10－４

  3.0 ×10０   3.48×10－５   1.98×10－５   1.99×10－５   2.87×10－５   1.02×10－４   1.90×10－５   1.02×10－４

  4.0 ×10０   4.31×10－６   2.54×10－６   2.56×10－６   3.74×10－６   1.33×10－５   2.42×10－６   1.34×10－５

  6.0 ×10０   8.48×10－１０   3.30×10－９   3.34×10－９   5.45×10－２２   3.10×10－３２   1.39×10－９ ― 

  8.0 ×10０   9.87×10－１１   3.80×10－１０   3.85×10－１０   3.54×10－２３   2.02×10－３３   1.60×10－１０ ―

  1.1 ×10１   1.13×10－１１   4.37×10－１１   4.42×10－１１   2.24×10－２４   1.27×10－３４   1.84×10－１１ ―

（注）全エネルギ群の合計が１となるように規格化した。 
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 （つづき） 

上限エネルギ 
 （ＭｅＶ） 

 スペクトル－９  スペクトル－10  スペクトル－11  スペクトル－12  スペクトル－13  スペクトル－14 

  2.0 ×10－２   9.33×10－１   5.38×10－１   5.44×10－１   5.06×10－１   3.87×10－２   2.88×10－２

  3.0 ×10－２   3.97×10－３   6.68×10－２   2.88×10－２   6.22×10－２   2.58×10－１   4.32×10－３

  4.5 ×10－２   2.58×10－３   4.31×10－２   3.06×10－３   4.07×10－２   6.14×10－２   2.45×10－３

  7.0 ×10－２   5.84×10－２   7.60×10－２   4.23×10－１   7.03×10－２   2.96×10－３   2.76×10－３

  1.0 ×10－１   9.00×10－４   6.68×10－２   5.33×10－４   7.49×10－２   1.26×10－３   1.08×10－３

  1.5 ×10－１   8.17×10－４   3.02×10－２   4.81×10－４   2.80×10－２   1.88×10－３   4.18×10－４

  3.0 ×10－１   5.97×10－４   5.63×10－２   1.84×10－４   7.18×10－２   2.11×10－２   1.37×10－４

  4.5 ×10－１   5.29×10－５   1.99×10－２   3.59×10－５   1.92×10－２   1.25×10－１   3.83×10－５

  7.0 ×10－１   1.83×10－５   7.67×10－２   2.04×10－５   8.26×10－２   1.61×10－１   2.31×10－６

  1.0 ×10０   4.03×10－６   9.91×10－３   5.05×10－６   1.55×10－２   7.42×10－４   2.65×10－２

  1.5 ×10０   1.43×10－６   6.79×10－３   8.58×10－７   6.45×10－３   3.28×10－１   9.33×10－１

  2.0 ×10０   3.00×10－７   1.86×10－３   4.01×10－７   2.90×10－３   5.45×10－１０   1.95×10－９

  2.5 ×10０   9.89×10－８   2.85×10－４   5.38×10－８   2.54×10－４   1.74×10－６   4.95×10－６

  3.0 ×10０   1.93×10－７   7.00×10－３   2.49×10－６   1.87×10－２   5.39×10－９   1.53×10－８

  4.0 ×10０   1.52×10－８   5.49×10－６   7.51×10－９   4.90×10－６ ― ―

  6.0 ×10０   5.82×10－９   1.61×10－８   2.82×10－９   1.43×10－８ ― ―

  8.0 ×10０   6.55×10－１０   1.85×10－９   3.16×10－１０   1.65×10－９ ― ―

  1.1 ×10１   7.44×10－１１   2.12×10－１０   3.59×10－１１   1.89×10－１０ ― ―

（注）全エネルギ群の合計が１となるように規格化した。
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